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選
挙
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理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
事

務

局
）
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
四
十
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
四
十
六
号
様
式
中
「取

扱
者
印

」
を
「取

扱
者

」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
号
様
式
及
び
第
八
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
百
三
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
候
補
者
、
推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ

て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ

つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
、
推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署

名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
三
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
候
補
者
、
推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ

て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ

つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
、
推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署

名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
三
十
四
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

「
何
選
挙
候
補
者

氏
名
」
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
候
補
者
本
人

が
自
署
す
る
こ
と
。

第
百
三
十
五
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

「
推
薦
届
出
者

氏
名
」
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
推
薦
届
出
者
本

人
が
自
署
す
る
こ
と
。

第
百
三
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
破
損
又
は
汚
損
の
場
合
、
そ
の
標
札
を
同
時
に
返
付
す
る
こ
と
。

２
候
補
者
、
推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
、
推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署

名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
三
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
三
十
八
号
様
式
（
第
八
十
七
条
関
係
）

選
挙
事
務
所
閉
鎖
命
令
書

第
号

年
月

日
住
所
氏
名
（
名
称
）
殿

青
森
県

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名
印

青
森
県
報
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下
記
の
選
挙
事
務
所
は
、
公
職
選
挙
法
第
何
条
の
規
定
に
違
反
す
る
の
で
、
同
法
第
１
３
４

条
の
規
定
に
よ
つ
て
閉
鎖
を
命
ず
る
。

記
選
挙
事
務
所
名

所
在
地

何
選
挙
（
何
選
挙
区
）
何
選
挙
事
務
所

第
百
四
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
四
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
百
四
十
三
号
様
式
の
四
中
「県

選
挙
管
理
委
員
会
担
当
者
印

」
を
「県

選
挙
管
理
委
員
会
担
当

者

」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
号
様
式
の
六
中
「受

検
者
印

」
を
「受

検
者

」
に
、
「県
委
員
会
担
当
者
印

」
を

「県
委
員
会
担
当
者

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
「
受
検
者
」
欄
は
、
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
受
検
者
本
人
が
自
署
す
る
こ

と
。

第
百
四
十
三
号
様
式
の
七
中
「受

領
者
印

」
を
「受
領
者

」
に
、
「県

委
員
会
担
当
者
印

」
を

「県
委
員
会
担
当
者

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
「
受
領
者
」
欄
は
、
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
受
領
者
本
人
が
自
署
す
る
こ

と
。

第
百
六
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

備
考
候
補
者
、
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
代
表
者
本
人
が

申
し
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人

が
申
し
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
、
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
又
は

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

第
百
七
十
五
号
様
式
中
「受

付
者
印

」
を
「受

付
者

」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
候
補
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
七
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
候
補
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
七
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
候
補
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
八
十
号
様
式
の
二
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。４

候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
二
そ
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
契
約
届
出
書
に
は
、
契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
二
そ
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
契
約
届
出
書
に
は
、
契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
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の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
三
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。５

候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
三
そ
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。４

候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
三
そ
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。４

候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の

代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
五
か
ら
第
百
八
十
号
様
式
の
六
ま
で
の
様
式
中
「㊞
」
を
削
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。４

契
約
業
者
等
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状

の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
契
約
業
者
等
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
本
人
の
署
名
そ
の
他
の

措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。３
契
約
業
者
等
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状

の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
契
約
業
者
等
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
本
人
の
署
名
そ
の
他
の

措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。３

契
約
業
者
等
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状

の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
契
約
業
者
等
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
本
人
の
署
名
そ
の
他
の

措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
百
八
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
選
任
し
た
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
選
任
し
た
者
本
人
の
署
名
そ
の

他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
八
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
選
任
し
た
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
選
任
し
た
者
本
人
の
署
名
そ
の

他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
八
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
「
何
選
挙
候
補
者
氏
名
」
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
候
補
者
本
人

が
自
署
す
る
こ
と
。

第
百
八
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
「
推
薦
届
出
者
氏
名
」
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
推
薦
届
出
者
本

人
が
自
署
す
る
こ
と
。

第
百
八
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
候
補
者
又
は
推
薦
届
出
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提

出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者

又
は
推
薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
百
八
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「県

選
挙
管
理
委
員
会
担
当
者
印

」
を
「県

選
挙
管
理

委
員
会
担
当
者

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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備
考
「
受
検
責
任
者
氏
名
」
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
受
検
責
任
者
本

人
が
自
署
す
る
こ
と
。

第
百
九
十
号
様
式
中
「受

検
者
印

」
を
「受

検
者

」
に
、
「担

当
者
印

」
を
「担

当
者

」
に
改

め
、
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
「
受
検
者
」
欄
は
、
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
受
検
者
本
人
が
自
署
す
る
こ

と
。

２
種
類
の
異
な
る
ポ
ス
タ
ー
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
備
考
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

第
百
九
十
号
様
式
の
二
中
「受

領
者
印

」
を
「受

領
者

」
に
、
「担

当
者
印

」
を
「担

当
者

」
に

改
め
、
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
「
受
領
者
」
欄
は
、
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
受
領
者
本
人
が
自
署
す
る
こ

と
。

２
種
類
の
異
な
る
ポ
ス
タ
ー
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
備
考
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

第
百
九
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提

出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

第
百
九
十
七
号
様
式
中
「県

選
挙
管
理
委
員
会
担
当
者
印

」
を
「県

選
挙
管
理
委
員
会
担
当
者

」

に
改
め
る
。

第
百
九
十
九
号
様
式
中
「受

検
者
印

」
を
「受

検
者

」
に
、
「県

委
員
会
担
当
者
印

」
を
「県

委
員
会
担
当
者

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
「
受
検
者
」
欄
は
、
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
受
検
者
本
人
が
自
署
す
る
こ

と
。

第
二
百
号
様
式
中
「受
領
者
印

」
を
「受

領
者

」
に
、
「県

委
員
会
担
当
者
印

」
を
「県

委
員
会

担
当
者

」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
「
受
領
者
」
欄
は
、
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
受
領
者
本
人
が
自
署
す
る
こ

と
。

第
二
百
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提

出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

第
二
百
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提

出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

第
二
百
三
号
様
式
中
「印

鑑
及
び

」
を
削
る
。

第
二
百
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
「
証
人
氏
名
」
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
、
署
名
は
必
ず
証
人
本
人
が
自
署
す
る

こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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